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  変更届出書は、変更日から 10日以内に那珂川市高齢者支援課に提出すること。 

 



 

  

24 

 



 

  

25 

 



 

  

26 

 



 

  

27 

 



 

  

28 

 



 

  

29 

 



 

  

30 

 

 
 

 
 

 

 



 

  

31 

 



 

  

32 

 



 

  

33 

 



 

  

34 

 



 

  

35 

 
 



 

  

36 

 
  定する場合において、指定地域密着型サービス基準第 105条第３項に規定する届出とし 

て当該要件を満たす医療機関の情報を市長に届け出ていない場合には、速やかに届け出 

ること。 
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